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資料3 

債権管理 

分類 債権 督促 回収 消滅 時効 課 

公
債
権 

市
税 

市民税(個人) 

市民税(法人) 

固定資産税 

軽自動車税 

特別土地保有税 

都市計画税 

不服申し立て可 

 

時効中断の効果 

 

督促手数料徴収可 

滞納処分 執行停止 

時効期間経過に 

より消滅  

５年 

収
税
対
策
室
で
困
難
事
案
を
一
元
管
理 

強
制
徴
公
債
権 

国民健康保険税 

保育料 

下水道受益者負担金 

後期高齢者医療保険料 

介護保険料 
2 年 

非
強
制
徴
収
公
債
権 

生活保護費返納金 

学童保育料 

行政財産目的外使用料 

施設使用料(市場) 

保健体育使用料 

など 

訴えの定期等訴訟

手続きにより回収 

債権放棄に

より消滅 

５年 

各
所
管
課 

私
債
権 

公営住宅使用料 

奨学金 

水道料金 

学校給食費  など 

不服申し立て不可 

 

時効中断の効果 

督促手数料徴収不可 

債務免除 

（当初の履行期限

から 10 年経過 

 

 


